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新型インフルエンザ(A/H1N1)の 

季節性インフルエンザへの移行について 
 

 

平成２３年３月３１日（木）  

厚生労働省健康局結核感染症課 

（担当・内線）課長 亀井（内線 2370） 

室長 中嶋（内線 2389） 

課長補佐 原田（内線 2378） 

（夜間・直通）０３（３５９５）２２５７ 

 

 

 別添のとおり、新型インフルエンザ(A/H1N1)について、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114

号。）に規定する「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなっ

た旨の公表をいたします。 

 これにより、通常の季節性インフルエンザ対策に移行いたします。 

 

 


